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(57)【要約】
【課題】転送する総データ量が所定量以上となる場合に
、デバイス側に特別な構成を必要とせず、転送速度を向
上するデバイスドライバを提供する。
【解決手段】ＵＳＢマスストレージドライバ５０３とＵ
ＳＢホストコントローラドライバ５０４の間に下位側ド
ライバ１５２を設ける。下位側ドライバ１５２は、上位
側からリード、ライト要求を受信し、転送されるデータ
をキャッシュする。ライト時には上位側から受信したデ
ータをキャッシュし、ある程度の容量のデータとしてま
とめて下位側に送信する。リード時には下位側からある
程度の容量のデータをまとめて読み出し、上位側に送信
する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　周辺機器が接続されたパーソナルコンピュータのＯＳに搭載され、
　前記周辺機器に対するライトの要求を上限のデータ転送サイズで複数のコマンドに分割
して順次送信するソフトウェアの下位側に配置されるデバイスドライバであって、
　前記パーソナルコンピュータを、
　前記ライトの要求に対応するデータをキャッシュするキャッシュメモリと、
　当該デバイスドライバが前記上限のデータ転送サイズのライトの要求を受信したとき、
この後連続してライトの要求がされると予測し、各コマンドに対するコマンド終了を擬似
的に上位側に返信するとともに、上位側から転送されるデータを順次前記キャッシュメモ
リにキャッシュし、前記ソフトウェアが分割する各コマンドあたりのデータ転送サイズの
上限よりも大きいデータ転送サイズのコマンドを発行して前記キャッシュメモリのデータ
を前記周辺機器に転送する処理を行う制御部と、
　して機能させるデバイスドライバ。
【請求項２】
　周辺機器が接続されたパーソナルコンピュータのＯＳに搭載され、
　前記周辺機器に対するリードの要求を上限のデータ転送サイズで複数のコマンドに分割
して順次送信するソフトウェアの下位側に配置されるデバイスドライバであって、
　前記パーソナルコンピュータを、
　前記リードの要求に対応するデータをキャッシュするキャッシュメモリと、
　当該デバイスドライバが前記上限のデータ転送サイズのリードの要求を受信したとき、
この後連続してリードの要求がされると予測し、前記ソフトウェアが分割する各コマンド
あたりのデータ転送サイズの上限よりも大きいデータ転送サイズのコマンドを発行して前
記周辺機器からデータを読み出して前記キャッシュメモリにキャッシュする処理を行い、
その後上位側から順次送信されたリード要求のコマンドに対応するデータが前記キャッシ
ュメモリにキャッシュされている場合に前記キャッシュメモリから当該データを上位側に
転送する制御部と、
　して機能させるデバイスドライバ。
【請求項３】
　前記制御部は、ＵＳＢマスストレージデバイスである前記周辺機器とデータ転送を行う
ことを特徴とする請求項１または２に記載のデバイスドライバ。
【請求項４】
　前記制御部は、ＯＳ標準のＵＳＢマスストレージドライバで動作する前記周辺機器とデ
ータ転送を行うことを特徴とする請求項３に記載のデバイスドライバ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、パーソナルコンピュータの外付周辺機器を制御するデバイスドライバに関
し、特に、データ転送を高速化するデバイスドライバに関する。
【背景技術】
【０００２】
　パーソナルコンピュータ（以下、ＰＣと言う。）のオペレーティングシステム（以下、
ＯＳと言う。）が周辺機器を正常に認識、制御するためにはデバイスドライバというソフ
トウェアが必要になる。
【０００３】
　近年のＰＣに搭載されるＯＳには、標準のデバイスドライバが多数組み込まれている。
したがって、ＯＳは、標準的な周辺機器が接続された場合には、標準のデバイスドライバ
を自動的に割り当て、接続された周辺機器を認識、制御する。
【０００４】
　しかし、標準のデバイスドライバは、各周辺機器に対して最適化されておらず、デバイ
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スドライバが制御する転送速度よりも高速に動作する周辺機器（例えば高速にリード／ラ
イトする外付ＨＤＤ等）が存在した場合であっても、標準のデバイスドライバが速度を制
限してしまう。また、アプリケーションが速度を制限する場合もある。
【０００５】
　特に、一般的なＯＳであるＷｉｎｄｏｗｓ（登録商標）の場合、ＵＳＢマスストレージ
デバイス（外付ＨＤＤ等）を接続してデータ転送を行なうと、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標
）標準搭載のアプリケーションまたはデバイスドライバが６４ｋＢ毎にデータを区分し、
ＵＳＢマスストレージドライバは区分したデータ毎にコマンド、ステータス等の情報を付
加する。このコマンド、ステータス等の情報を処理する時間は長く（数百μｓｅｃ）、デ
ータ転送速度が低下する要因となっていた。
【０００６】
　図１に、ＯＳ上に搭載されている各種ドライバの機能ブロック図を示す。同図において
、アプリケーション５１、汎用ディスクドライバ５２、ＵＳＢマスストレージドライバ５
３、およびＵＳＢホストコントローラドライバ５４は、ＯＳ上に搭載されている機能部で
ある。
【０００７】
　アプリケーション５１は、各種ドライバを介してＵＳＢマスストレージデバイス５５（
例えば外付ＨＤＤ）にリードまたはライトの要求を行う。同図においては、アプリケーシ
ョン５１がライトの要求を行い、データ転送する例を示す。アプリケーション５１は、汎
用ディスクドライバ５２に、ライト要求を行い、データを転送する。汎用ディスクドライ
バ５２は、このデータを下位側であるＵＳＢマスストレージドライバ５３に転送する。こ
のとき、ＵＳＢマスストレージドライバ５３のデータ転送サイズの上限が６４ｋＢのため
、汎用ディスクドライバ５２は６４ｋＢ毎にデータを分割する。ＵＳＢマスストレージド
ライバ５３は、この６４ｋＢ毎に分割されたデータにコマンド、ステータスを付与して、
順次、ＵＳＢホストコントローラドライバ５４に転送する。ＵＳＢホストコントローラド
ライバ５４は、このコマンド、データ、ステータスをＵＳＢバルク転送方式にて、順次、
ＵＳＢマスストレージデバイス５５へ転送する。
【０００８】
　図２は、汎用ディスクドライバ５２、およびＵＳＢマスストレージドライバ５３が転送
するデータ（バルクオンリープロトコル）の構成を示した概念図である。同図に示すよう
に、汎用ディスクドライバ５２は、６４ｋＢにデータを分割し、ＵＳＢマスストレージド
ライバ５３は、各データ部にコマンド、ステータスを付与し、順次、ＵＳＢホストコント
ローラドライバ５４に転送する。さらに、ＵＳＢホストコントローラドライバ５４は、こ
のコマンド、６４ｋＢに分割されたデータ、ならびにステータスを順次、ＵＳＢマススト
レージデバイス５５にデータを転送する。これにより、アプリケーション５１はＵＳＢマ
スストレージデバイス５５にライトを行う。
【０００９】
　ＵＳＢマスストレージドライバ５３、ＵＳＢホストコントローラドライバ５４、および
ＵＳＢマスストレージデバイス５５がコマンドおよびステータスを処理する時間は、ＵＳ
Ｂ２．０規格の環境下では５００μｓｅｃ程度である。すると、６４ｋＢのデータを転送
する毎にコマンド、ステータスの処理時間あわせて５００μｓｅｃ程度の遅延が発生する
ことになり、転送する総データ量が６４ｋＢ以上であると、データ転送速度が低下する。
【００１０】
　また、図１に示すように、アプリケーション５１が直接ＵＳＢマスストレージドライバ
５３にデータを転送する場合であっても、ＵＳＢマスストレージドライバ５３のデータ転
送サイズの上限が６４ｋＢのため、アプリケーション５１は、６４ｋＢ毎にデータを分割
し、ＵＳＢマスストレージドライバ５３は、各データ部にコマンド、ステータスを付与し
、順次、ＵＳＢホストコントローラドライバ５４に転送する。なお、ドライバ側に６４ｋ
Ｂのデータ転送サイズの上限が存在しない場合で、かつアプリケーション５１が６４ｋＢ
より大きいデータの転送を行なう場合であってもアプリケーション側で６４ｋＢ毎にデー
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タを分割する場合もある（例えばＷｉｎｄｏｗｓ（登録商標）標準搭載のエクスプローラ
など）。
【００１１】
　そのため、いずれにしても、転送する総データ量が所定量以上となると、転送速度が低
下するという問題が発生していた。
【００１２】
　一方で、従来、ＰＣとデバイスとの間の転送速度を向上させる手法として、デバイスコ
ントローラにバッファを備え、このバッファにデータをキャッシュし、まとめて転送する
ものがあった（例えば特許文献１参照）。特許文献１の装置は、転送するデータの総容量
がバッファの容量を超えるデータの場合、都度書き込み処理が発生するため、バッファ容
量を超えるデータについては、バッファを介さずに直接転送するものである。
【００１３】
　また、複数のバッファを備え、１つのバッファのデータを転送する処理を行いながら、
他のバッファに上位側からのデータをキャッシュすることで転送速度を向上させるもの（
例えば特許文献２参照）や、コマンド、データ、ステータスをそれぞれキャッシュし、ま
とめて処理するものが提案されている（例えば特許文献３参照）。
【００１４】
　また、ＰＣ側およびデバイス側で上記のようにデータを分割して処理する必要が有る場
合において、ＰＣ側のデバイスコントローラがある程度のデータをまとめて転送し、デバ
イス側の制御部でこれを再び分割して処理するものが提案されている（例えば特許文献４
参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
【特許文献１】特開平４－１３０５２３号公報
【特許文献２】特開２００２－３４４５３７号公報
【特許文献３】特開２００６－２１５８９１号公報
【特許文献４】特開２００１－１５４８１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　しかし、特許文献１に記載の装置では、アプリケーションやドライバがデータを分割し
た場合に高速化できるものではなかった。また、特許文献２および特許文献３に記載の装
置は、転送部の処理速度を向上することができるが、アプリケーションやドライバがデー
タを分割した場合に高速化できるものではなかった。
【００１７】
　また、特許文献４に記載の計算機システムは、デバイス側の制御部で再びデータを分割
して処理する必要が有った。また、リード時には、デバイス側の制御部において、分割さ
れた各要求を統合してデータ転送する構成が必要であった。
【００１８】
　そこで、この発明は、転送する総データ量が所定量である場合において、デバイス側に
特別な構成を必要とせず、転送速度を向上するデバイスドライバを提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明のデバイスドライバは、周辺機器が接続されたパーソナルコンピュータのＯＳに
搭載され、前記周辺機器に対するライトの要求を上限のデータ転送サイズで複数のコマン
ドに分割して順次送信するソフトウェアの下位側に配置されるデバイスドライバであって
、前記パーソナルコンピュータを、前記ライトの要求に対応するデータをキャッシュする
キャッシュメモリと、前記ドライバが前記上限のデータ転送サイズのライトの要求を受信
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したとき、この後連続してライトの要求がされると予測し、各コマンドに対するコマンド
終了を擬似的に上位側に返信するとともに、上位側から転送されるデータを順次前記キャ
ッシュメモリにキャッシュし、前記ソフトウェアが分割する各コマンドあたりのデータ転
送サイズの上限よりも大きいデータ転送サイズのコマンドを発行して前記キャッシュメモ
リのデータを前記周辺機器に転送する処理を行う制御部と、して機能させることを特徴と
する。
【００２０】
　また、本発明のデバイスドライバは、周辺機器が接続されたパーソナルコンピュータの
ＯＳに搭載され、前記周辺機器に対するリードの要求を上限のデータ転送サイズで複数の
コマンドに分割して順次送信するソフトウェアの下位側に配置されるデバイスドライバで
あって、前記パーソナルコンピュータを、前記リードの要求に対応するデータをキャッシ
ュするキャッシュメモリと、前記ドライバが前記上限のデータ転送サイズのリードの要求
を受信したとき、この後連続してリードの要求がされると予測し、前記ソフトウェアが分
割する各コマンドあたりのデータ転送サイズの上限よりも大きいデータ転送サイズのコマ
ンドを発行して前記周辺機器からデータを読み出して前記キャッシュメモリにキャッシュ
する処理を行い、その後上位側から順次送信されたリード要求のコマンドに対応するデー
タが前記キャッシュメモリにキャッシュされている場合に前記キャッシュメモリから当該
データを上位側に転送する制御部と、して機能させることを特徴とする。
【００２１】
　このように、本発明のデバイスドライバは、上位側のアプリケーションやデバイスドラ
イバから受信したリード／ライトの要求を統合し、デバイスに転送する。これにより、ア
プリケーションやデバイスドライバから受信したデータをキャッシュし、ある程度の容量
のデータとして、まとめて対象デバイスに転送する。また、その逆に、対象デバイスから
ある程度の容量をまとめて受信し、キャッシュしたデータとして順次アプリケーションや
デバイスドライバに転送する。アプリケーションやデバイスドライバが転送データ容量を
制限し、分割してデータを転送する場合であっても、ある程度の容量のデータをまとめて
１つの（あるいは数を減らして）コマンド、ステータスを発行し、転送することで、高速
化を実現する。また、リード要求を受信したとき、この要求に対応するデータがキャッシ
ュメモリに記憶されていれば、これを転送することができる。一度転送したデータをキャ
ッシュしておけば、次に同じデータのリード要求を受信したときに高速に転送することが
できる。また、一般に、ストレージデバイスのランダムアクセスは、ヘッドのシーク動作
を伴うため、これが転送速度の低下を引き起こすが、上記のようにキャッシュメモリから
データを転送することで、対象デバイスへのリード要求の発行頻度を軽減することができ
るとともに、対象デバイスのランダムアクセスの発生頻度の軽減にもつながり、さらなる
高速化を実現できる。
【発明の効果】
【００２２】
　この発明によれば、アプリケーションやデバイスドライバが制限するデータ量以上のデ
ータを転送することができるため、転送速度を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】ＵＳＢインタフェースで接続されるＰＣと外付ＨＤＤを表したブロック図である
。
【図２】バルクオンリープロトコルの構成を示した概念図である。
【図３】本実施形態におけるＰＣと外付ＨＤＤのブロック図である。
【図４】ＯＳ１１上に搭載されている各種ドライバの機能ブロック図である。
【図５】上位側ドライバ１５１および下位側ドライバ１５２の詳細な構成を示す機能ブロ
ック図である。
【図６】ＯＳ１１上に搭載されている各種ドライバの機能ブロック図である。
【図７】上位側ドライバ１５１の動作を示すフローチャートである。
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【図８】下位側ドライバ１５２の動作を示すフローチャートである。
【図９】コマンド終了割り込み時の動作を示すフローチャートである。
【図１０】タイマ割り込み、初期化時、ドライバ終了時の動作を示すフローチャートであ
る。
【図１１】本発明のデバイスコントローラを実現する他の例を示すブロック図である。
【図１２】上位側ドライバ１５１および下位側ドライバ１５２が別の動作を行う場合の構
成を示す機能ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　ＰＣに搭載されるＯＳで一般的に普及しているものとしてＷｉｎｄｏｗｓ（登録商標）
がある。本実施形態では、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）ＸＰを搭載しているＰＣに、ＵＳ
Ｂインタフェースの外付ＨＤＤを接続する場合について、図を用いて説明する。なお、本
発明においてＯＳの種別や接続デバイスの種別、インタフェースを限定するものではない
。
【００２５】
　図３は、本実施形態におけるＰＣと外付ＨＤＤのブロック図である。ＰＣ１と外付ＨＤ
Ｄ２はＵＳＢインタフェース（Ｉ／Ｆ）で接続される。ＰＣ１は、全体を管理するＯＳ１
１上に、種々の処理を行うアプリケーション１０１、および周辺機器を動作させるための
各種ドライバが含まれるドライバ１０２を搭載している。アプリケーション１０１は、ド
ライバ１０２、ＵＳＢコントローラ１２、およびＵＳＢＩ／Ｆ１３を介して外付ＨＤＤ２
に記憶されているデータを読み出し（リード）、外付ＨＤＤ２にデータを書き込む（ライ
ト）。
【００２６】
　外付ＨＤＤ２は、コントローラ２２がＵＳＢＩ／Ｆ２１を介してリードまたはライトの
要求を受信し、これに応じてＨＤＤ２３に記憶されているデータをリード、またはＨＤＤ
２３にデータをライトする。
【００２７】
　図４は、ＯＳ１１上に搭載されている各種ドライバの機能ブロック図である。同図にお
いて、アプリケーション１０１、汎用ディスクドライバ５０２、ＵＳＢマスストレージド
ライバ５０３、ＵＳＢホストコントローラドライバ５０４、上位側ドライバ１５１、およ
び下位側ドライバ１５２は、ＯＳ１１上に搭載されている機能部である。実際には、これ
らの機能部は、ＯＳ１１にインストールされるソフトウェアとして実現する。
【００２８】
　アプリケーション１０１は、ドライバ１０２に含まれる各種ドライバを介して外付ＨＤ
Ｄ２にリードまたはライトの要求を行う。同図においては、アプリケーション１０１がラ
イトの要求を行い、データ転送する例を示す。
【００２９】
　アプリケーション１０１は、上位側ドライバ１５１に、ライト要求を行い、外付ＨＤＤ
２のＨＤＤ２３に書き込むべきデータを転送する。上位側ドライバ１５１は、このライト
要求およびデータを下位側である汎用ディスクドライバ５０２に転送するとともに、アプ
リケーション１０１からライト要求があった旨、およびそのデータ量を示す情報をアクセ
ス情報として下位側ドライバ１５２に送信する。上位側ドライバ１５１が下位側ドライバ
１５２に転送するアクセス情報については後に詳しく述べる。
【００３０】
　汎用ディスクドライバ５０２は、上位側ドライバ１５１から受信したデータをＵＳＢマ
スストレージドライバ５０３に転送する。このとき、ＵＳＢマスストレージドライバ５０
３のデータ転送サイズの上限が６４ｋＢであるため、汎用ディスクドライバ５０２は、６
４ｋＢ毎に分割してＵＳＢマスストレージドライバ５０３にデータを転送する。
【００３１】
　ＵＳＢマスストレージドライバ５０３は、バルクオンリープロトコル（図２参照）によ
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りデータ転送を行うため、この６４ｋＢに分割されたデータにコマンド、ステータスを付
与し、順次、下位側ドライバ１５２に転送する。
【００３２】
　下位側ドライバ１５２は、ＵＳＢマスストレージドライバ５０３から転送されたデータ
をキャッシュし、所定のタイミングでＵＳＢホストコントローラドライバ５０４に転送す
る。ＵＳＢホストコントローラドライバ５０４は、このデータを外付ＨＤＤ２に転送する
。下位側ドライバ１５２が、ＵＳＢマスストレージドライバ５０３から転送されたデータ
をキャッシュし、ある程度の容量（６４ｋＢ以上）のデータとして、まとめてＵＳＢホス
トコントローラドライバ５０４に転送するため、コマンド、ステータスの発行が１度で（
あるいは６４ｋＢ毎に付与するよりも少なくて）済む。したがって、コマンド、ステータ
スの処理時間による遅延が最小限で済む。なお、汎用ディスクドライバ５０２から下位側
ドライバ１５２まで転送されるデータは、６４ｋＢ毎にコマンド、ステータスが付与され
ているが、この転送は、ＯＳ上のメモリ（ＲＡＭ）転送であるため、外付ＨＤＤ２へのデ
ータ転送速度に比較して非常に高速である（ＲＡＭ転送速度に依存する）。
【００３３】
　また、この実施形態において、アプリケーション１０１が直接ＵＳＢマスストレージド
ライバ５０３にデータ転送する場合があるが、上記と同様、ＵＳＢマスストレージドライ
バ５０３のデータ転送サイズの上限が６４ｋＢであるため、アプリケーション１０１が６
４ｋＢ毎に分割してデータを転送し、ＵＳＢマスストレージドライバ５０３がコマンド、
ステータスを付与したデータを転送する。この場合においても、下位側ドライバ１５２が
データをキャッシュしてから下位側にデータ転送するため、コマンド、ステータスの処理
時間による遅延が最小限で済む。
　次に、上位側ドライバ１５１および下位側ドライバ１５２の詳細な動作について説明す
る。図５は、上位側ドライバ１５１および下位側ドライバ１５２の詳細な構成を示す機能
ブロック図である。なお、図４と共通する構成については同一の符号を付し、その説明を
省略する。上位側ドライバ１５１は、リード、ライト要求受信部１５５を備えている。ま
た、下位側ドライバ１５２は、コントローラ１５６、データベース１５７、キャッシュメ
モリ１５８Ａ～１５８Ｃ、タイマ１５９、およびコマンドキュー１６０を備えている。
【００３４】
　リード、ライト要求受信部１５５は、アプリケーション１０１からリードまたはライト
の要求を受信する。リード、ライト要求受信部１５５は、この要求を下位側の汎用ディス
クドライバ５０２に転送するとともに、要求の内容をアクセス情報として下位側ドライバ
１５２に送信する。リードまたはライトの要求は、汎用ディスクドライバ５０２、および
ＵＳＢマスストレージドライバ５０３を介して下位側ドライバ１５２に転送される。
【００３５】
　アクセス情報には、ＬＢＡ（Logical Block Addressing：ＨＤＤのセクタ指定番号）、
転送ブロック数、転送方向などが記載されている。転送ブロック数は転送データの容量を
示す。転送方向は、下位側から上側への転送（リード）であるか、上位側から下位側への
転送（ライト）であるかを示す情報である。
【００３６】
　このアクセス情報は、下位側ドライバ１５２のデータベース１５７に予想データベース
として記憶される。下位側ドライバ１５２のコントローラ１５６は、ＵＳＢマスストレー
ジドライバ５０３からリードまたはライトの要求を受信したとき、データベース１５７を
参照する。予想データベースを参照することで、転送データ容量を予測することができる
。
【００３７】
　また、コントローラ１５６は、ＵＳＢマスストレージドライバ５０３から受信したリー
ドまたはライトの要求を履歴データベースとしてデータベース１５７に記憶する。履歴デ
ータベースは、コントローラ１５６が予想データベースを作成、修正する場合に用いられ
る。すなわち、ＵＳＢマスストレージドライバ５０３からリードまたはライトの要求を受
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信したとき、過去の履歴データベースを参照し、ＬＢＡ、転送ブロック数、転送方向が同
一または一部一致する（類似する）ものを予想データベースとして転記する。また、一致
する履歴が存在した場合、これと関連する履歴（例えばＬＢＡと転送ブロック数に基づい
て、連続して要求があったと判断できるもの）をまとめ、１つのコマンドとして予想デー
タベースに記憶することもできる。なお、履歴データベースは、同図においてはデータベ
ース１５７内に記憶され、ＲＡＭ上に一時的に記憶されているが、これをＰＣ１のＯＳ１
１上、または外付ＨＤＤ２のＨＤＤ２３に記憶しておいてもよい。これにより、外付ＨＤ
Ｄ２を再接続したときやＰＣ１を再起動したときにおいても過去の履歴を参照することが
できる。
【００３８】
　コントローラ１５６は、ＵＳＢマスストレージドライバ５０３から転送された要求がラ
イトの要求であれば、予想データベースの転送ブロック数を参照することで、転送データ
容量を予測することができる。このとき、上位側ドライバ１５１が下位側ドライバ１５２
に、アクセス情報を送信して予想データベースに記憶されている場合は、転送データ容量
（ライトすべき全データ）を予測することができる。コントローラ１５６は、６４ｋＢ以
上のデータ転送が行われると予測した場合、上位側から転送されたデータをキャッシュメ
モリ１５８Ａ～１５８Ｃのいずれかに格納する。
【００３９】
　キャッシュメモリ１５８Ａ～１５８Ｃは、ＲＡＭ上に仮想的に形成されたエリアであり
、その数および容量はコントローラ１５６が設定する。キャッシュメモリの数および容量
は、適宜設定し得るが、同図の例では、３つのキャッシュメモリを用意し、それぞれ１Ｍ
Ｂの容量を設定しているものとする。なお、動作中にキャッシュメモリの数および容量を
変化させることも可能である。キャッシュメモリの数および容量はユーザが手動で設定す
るようにしてもよいし、後述のように動作状態に応じて適宜変化させるようにしてもよい
。
【００４０】
　上記のように、コントローラ１５６は、キャッシュメモリ１５８Ａ～１５８Ｃのうち、
いずれか１つに上位側から転送されたデータを順次、格納する。このライト用のデータを
格納したキャッシュメモリがライト用キャッシュメモリとなる。ただし、ＵＳＢマススト
レージドライバ５０３から６４ｋＢ毎にコマンド、ステータスが付与されてデータ転送さ
れるため、コントローラ１５６は、６４ｋＢのデータを受信する度に、ＵＳＢマスストレ
ージドライバ５０３に対してコマンド終了を擬似的に返信する。
【００４１】
　コントローラ１５６は、所定のタイミングで下位側のＵＳＢホストコントローラドライ
バ５０４に対し、ライト要求を行い、ライト用キャッシュメモリのデータを転送する。こ
の所定のタイミングは、ライト用キャッシュメモリの容量が一杯になったタイミング、ま
たはタイマ１５９の割り込み処理により決定されるタイミングである。コントローラ１５
６は、ＵＳＢマスストレージドライバ５０３からライト要求を受信したときにタイマ１５
９を作動させる。また、ライト用キャッシュメモリの容量が一杯になった場合も、ＵＳＢ
ホストコントローラドライバ５０４に対し、ライト要求を行い、ライト用キャッシュメモ
リのデータを転送する。
【００４２】
　なお、ＵＳＢホストコントローラドライバ５０４以下の下位側において他の処理を行っ
ている場合、コントローラ１５６は、一旦ライト要求をコマンドキュー１６０に登録して
おき、後に下位側の処理が空いているときにライト要求を行う。なお、タイマが無い場合
、ライト用キャッシュメモリの内容がそのまま保持され、ＨＤＤ２３に書き込まれなくな
るため、この状態で異常発生した場合（ＵＳＢケーブルが切断されたり、ＰＣ１がハング
アップした場合）、本来ＨＤＤ２３に書き込まれるべきであったデータが破棄され、ファ
イル破損等の被害が想定される。そのため、タイマを使用して、例えば一定時間コマンド
発行が無い状態が経過した場合に、ライト用キャッシュメモリの内容を書き込みすること
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で、異常時のファイル破壊等を防止するようにしている。
【００４３】
　以上のようにして、アプリケーション１０１からデータのライトが行われる。次に、図
６において、アプリケーション１０１がリードの要求を行い、データ転送する例を示す。
【００４４】
　図６は、ＯＳ１１上に搭載されている各種ドライバの機能ブロック図である。なお、図
４と共通する構成については同一の符号を付し、その説明を省略する。
【００４５】
　まず、アプリケーション１０１は、上位側ドライバ１５１に、リード要求を行う。上位
側ドライバ１５１は、この要求を下位側である汎用ディスクドライバ５０２に転送すると
ともに、アプリケーション１０１からリード要求があった旨（アクセス情報）を下位側ド
ライバ１５２に送信する。
【００４６】
　汎用ディスクドライバ５０２は、上位側ドライバ１５１から受信したリード要求をＵＳ
Ｂマスストレージドライバ５０３に転送する。このとき、ＵＳＢマスストレージドライバ
５０３のデータ転送サイズの上限が６４ｋＢであるため、汎用ディスクドライバ５０２は
、６４ｋＢ毎にリード要求を分割する。ＵＳＢマスストレージドライバ５０３は、下位側
ドライバ１５２に６４ｋＢ毎に分割されたリード要求を転送する。
【００４７】
　下位側ドライバ１５２は、ＵＳＢマスストレージドライバ５０３から６４ｋＢ毎に分割
されたリード要求を受信した場合、この後連続してリード要求がされると予測し、ある程
度の容量のデータを転送するように、ＵＳＢホストコントローラドライバ５０４に予測リ
ード要求を行う。ＵＳＢホストコントローラドライバ５０４は、この予測リード要求に基
づいて、ある程度の容量のデータをＨＤＤ２のＨＤＤ２３から読み出す。このリードデー
タが下位側ドライバ１５２にキャッシュされる。下位側ドライバ１５２は、ＵＳＢマスス
トレージドライバ５０３から受信したリード要求にしたがって、キャッシュしたデータを
順次、上位側に転送する。ある程度の容量とは、適宜設定すればよいが、転送容量が大き
すぎる場合は、転送速度が遅くなる。すなわち、その転送の終了を待ち、その転送の正常
終了のステータスを確認するまで、上位側にキャッシュしたデータの転送を開始できない
ため、転送速度が遅くなる原因となる。また、リード用キャッシュメモリの容量を大きく
する必要がある。
【００４８】
　そのため、コントローラ１５６は、最初に６４ｋＢ（あるいはそれ以下、３２ｋＢ等で
あってもよい。）のリード要求を受信したとき、その所定倍（例えば３２ｋＢの４倍であ
る１２８ｋＢ）の容量のデータを読み出してキャッシュする。このキャッシュしたデータ
が、結果的に全て上位側に転送される場合、さらに所定倍（例えば１２８ｋＢの４倍であ
る５１２ｋＢ）の容量のデータを読み出す。このように、順次、キャッシュするデータの
容量を大きくすることで、転送時間を抑えながら、好適なリード用キャッシュメモリの容
量に設定することができる。
【００４９】
　このように、下位側ドライバ１５２が、外付ＨＤＤ２からある程度の容量を一度に読み
出し、キャッシュしておくことで、外付ＨＤＤ２に対するコマンド、ステータスの発行が
１度で（あるいは６４ｋＢ毎に付与するよりも少なくて）済む。したがって、コマンド、
ステータスの処理時間による遅延が最小限で済む。なお、下位側ドライバ１５２から汎用
ディスクドライバ５０２まで転送されるデータは、６４ｋＢに分割されるが、この転送は
、ＯＳ上のメモリ（ＲＡＭ）転送であるため、外付ＨＤＤ２からのデータ転送速度に比較
して非常に高速である（ＲＡＭ転送速度に依存する）。
【００５０】
　図５を参照して、上記リード要求発生時の上位側ドライバ１５１および下位側ドライバ
１５２の詳細な動作について説明する。リード、ライト要求受信部１５５は、アプリケー
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ション１０１からリードの要求を受信する。リード、ライト要求受信部１５５は、この要
求を下位側の汎用ディスクドライバ５０２に転送するとともに、要求の内容をアクセス情
報として下位側ドライバ１５２に送信する。リード要求は、汎用ディスクドライバ５０２
、およびＵＳＢマスストレージドライバ５０３を介して下位側ドライバ１５２に転送され
る。なお、汎用ディスクドライバ５０２、およびＵＳＢマスストレージドライバ５０３か
ら転送されるリード要求は６４ｋＢ毎のリード要求に分割されている。
【００５１】
　上位側ドライバ１５１が送信したアクセス情報は、下位側ドライバ１５２のデータベー
ス１５７に予想データベースとして記憶される。下位側ドライバ１５２のコントローラ１
５６は、ＵＳＢマスストレージドライバ５０３からリード要求を受信したとき、データベ
ース１５７を参照する。予想データベースを参照することで、転送データ容量（リードす
べき全データ）を予測することができる。
【００５２】
　また、ＵＳＢマスストレージドライバ５０３から受信したリード要求を履歴データベー
スとしてデータベース１５７に記憶する。履歴データベースは、コントローラ１５６が予
想データベースを作成、修正する場合に用いられる。すなわち、ＵＳＢマスストレージド
ライバ５０３からリード要求を受信したとき、過去の履歴データベースを参照し、ＬＢＡ
、転送ブロック数、転送方向が同一または類似するものを予想データベースとして転記す
る。一致する履歴が存在する場合、これと関連する履歴（例えばＬＢＡと転送ブロック数
に基づいて、連続して要求があったと判断できるもの）をまとめ、１つのコマンドとして
予想データベースに記憶することもできる。
【００５３】
　コントローラ１５６は、ＵＳＢマスストレージドライバ５０３からリード要求を受信し
たとき、予想データベースの転送ブロック数を参照することで、転送データ容量（リード
すべき全データ）を予測することができる。コントローラ１５６は、６４ｋＢ以上のデー
タ転送が行われると予測した場合、ＵＳＢホストコントローラドライバ５０４に予想デー
タベースに記載された６４ｋＢ以上のデータを転送するようにリード要求を行い、転送さ
れたデータをキャッシュメモリ１５８Ａ～１５８Ｃのいずれかに格納する。
【００５４】
　このデータを格納したキャッシュメモリがリード用キャッシュメモリとなる。　コント
ローラ１５６は、ＵＳＢマスストレージドライバ５０３から転送されるリード要求に応じ
て、順次リード用キャッシュメモリのデータを転送する。なお、上位側ドライバ１５１が
、リードすべき全データのアクセス情報を送信した場合は、リード用キャッシュメモリに
正確に全データをキャッシュすることができるが、アプリケーション１０１が直接ＵＳＢ
マスストレージドライバ５０３にリード要求を行う場合や上位側ドライバ１５１がリード
すべき全データのアクセス情報を送信しない場合は、コントローラ１５６が上位側からリ
ード要求を受信したときに予想データベースを作成する必要がある。この場合、上記のよ
うに履歴データベースを参照すればよい。例えば、最初に６４ｋＢ（あるいはそれ以下）
のリード要求を受信したとき、そのリード要求に連続した開始ＬＢＡから、所定倍の容量
のデータがリードされるように予測する。この予測した開始ＬＢＡに対するリード要求を
上位側のドライバから受信した場合、その予測容量分のリードを行い、予測したデータが
全て上位側のドライバからリードされた場合、さらにその予測リードに連続する開始ＬＢ
Ａから、さらに所定倍の容量のデータがリードされるように予測する。
【００５５】
　以上のようにして、アプリケーション１０１からデータのリードが行われる。
【００５６】
　次に、上位側ドライバ１５１および下位側ドライバ１５２の動作をフローチャートを用
いて説明する。図７（Ａ）は、上位側ドライバ１５１の動作を示すフローチャートである
。上位側ドライバ１５１は、アプリケーションからリード、ライト要求を受信したとき、
この要求の内容をアクセス情報として下位側ドライバ１５２に送信する（ｓ１）。また、
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上位側ドライバ１５１は、下位側（汎用ディスクドライバ５０２）にリード、ライト要求
を転送する（ｓ２）。アクセス情報は、下位側ドライバ１５２のデータベース１５７に予
想データベースとして記憶される。
【００５７】
　なお、上位側ドライバ１５１は、図７（Ｂ）および図１２に示すような動作を行うこと
もできる。図７（Ｂ）は、上位側ドライバ１５１の別の動作を示す図であり、図１２は、
この動作を行う場合の上位側ドライバ１５１および下位側ドライバ１５２の詳細な構成を
示す機能ブロック図である。なお、図５と共通する構成については、同一の符号を付し、
その説明を省略する。
【００５８】
　図７（Ｂ）において、上位側ドライバ１５１は、アプリケーションからリード、ライト
要求を受信したとき、転送されるデータ容量が所定量以上（例えば６４ｋＢ以上）である
か否かを判断する（ｓ５）。所定量以上でなければ要求の内容をアクセス情報として下位
側ドライバ１５２に転送し（ｓ６）、汎用ディスクドライバ５０２にリード、ライト要求
を転送する（ｓ７）。所定量以上であれば、図１２に示すように、リード、ライト要求を
直接下位側ドライバ１５２のコントローラ１５６に転送する（ｓ８）。この場合、汎用デ
ィスクドライバ５０２にはリード、ライト要求を転送しない。リード、ライト要求を直接
コントローラ１５６に転送することで、６４ｋＢにデータが分割されることなく転送する
ことができる。また、汎用ディスクドライバ５０２、およびＵＳＢマスストレージドライ
バ５０３を介さないため、処理時間を短縮することができ、より高速化を期待できる。転
送されるデータ容量が所定量以上でなければ、ＵＳＢマスストレージドライバ５０３が一
度にデータを処理することができるため、下位側（汎用ディスクドライバ５０２）に転送
するようにしている。
【００５９】
　なお、ｓ５の処理に換えて、リード要求であるか否かの判断としてもよい。リード要求
であれば直接下位側ドライバ１５２のコントローラ１５６に転送する。コントローラ１５
６では、上位側（ＵＳＢマスストレージドライバ）からリード、ライト要求を受信したと
きに予測処理を行うため、特に、リード時には予測結果に基づいてある程度のデータ容量
をデバイス側から読み出し、キャッシュしてから上位側に返信するため、その分の遅延が
生じる可能性がある。そのため、リード要求時には上位側ドライバ１５１からコントロー
ラ１５６に直接この要求を転送し、予測処理やキャッシュ処理を行わず、転送時間（転送
開始までの時間）を短縮することができる。
【００６０】
　なお、リード要求であるか否かの判断とｓ５の判断とをいずれか１つ行うようにしても
よいし、両方行ってもよい。なお、その他の判断手法を用いてもよい。例えば、デバイス
側から予めデータを読み出しておき、キャッシュしておくことを重視する場合（アプリケ
ーションが同じデータ内容にアクセスすることを繰り返すような場合）、リード要求時に
おいても直接コントローラ１５６に要求を転送せずに、下位側に転送する。上位側ドライ
バ１５１が下位側ドライバ１５２のコントローラ１５６に直接リード、ライト要求を転送
する場合、キャッシュメモリにデータが蓄積されない。そのため、アプリケーションが同
じファイルにアクセスするような場合であればキャッシュメモリにデータが蓄積されるよ
うに下位側に転送すればよい。ただし、下位側ドライバ１５２がデータを転送するととも
に、このデータをキャッシュメモリにコピーすることで、直接リード、ライト要求を受信
した場合であっても、データを蓄積することが可能である。この場合、ＲＡＭ上のコピー
であるため、コピー速度は高速であり、処理速度が著しく低下することはない。
【００６１】
　図８は、下位側ドライバ１５２の動作を示すフローチャートである。上位側ドライバ（
ＵＳＢマスストレージドライバ５０３またはアプリケーション１０１）からリード要求、
ライト要求、またはその他の要求を受信するとこの動作を開始する。
【００６２】
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　まず、下位側ドライバ１５２は、アクセス予測を行う（ｓ１１）。アクセス予測は、上
位側ドライバ１５１から送信されたアクセス情報や履歴データベースを参照することで行
う。また、以下のようにして、精密にアクセス予測を行ってもよい。
【００６３】
　（１）ファイルシステムに基づく予測
　この予測手法は、外付ＨＤＤ２のファイルシステムを解析することでアクセス予測を行
う手法である。ＨＤＤのファイルシステムが、例えばＦＡＴファイルシステムフォーマッ
トである場合、ファイル管理領域を参照することで、個々のファイルの記録位置（セクタ
）やサイズを判断することができる。よって、上位側のアプリケーションやドライバから
リード要求が有ったとき、その要求が示す記録位置に対応するファイルのデータにアクセ
スが有ると予測する。またファイルサイズ以上のリードを行わないように予測することで
、必要以上のリードをせずに、無駄な処理時間を削減する。
【００６４】
　なお、このファイル管理領域は、頻繁にアクセスを行う領域であるため、リード用キャ
ッシュメモリにリードし、保持しておいてもよい。都度、ＨＤＤ２にアクセスしなくとも
、リード用キャッシュメモリに保持しているファイル管理領域にアクセスすることで、ア
クセス予測の処理時間を削減することができる。
【００６５】
　（２）デバイス種別、コンテンツ種別に基づく予測
　この予測手法は、接続される対象デバイスのタイプ（上記実施形態ではＨＤＤ）や転送
すべきデータのファイル構成（コンテンツ種別）に基づいてアクセス予測を行う手法であ
る。例えば、接続されるデバイスがＤＶＤ－ＲＯＭであり、このデバイスにＤＶＤ－Ｖｉ
ｄｅｏメディアが挿入されている場合、順次リードがされ、ライト要求がされることがな
い。そのため、リード用キャッシュメモリの容量一杯までデータがキャッシュされるよう
に予測データベースを作成する。なお、リード用キャッシュメモリにキャッシュしたデー
タが全てリードされた場合、即時このキャッシュを破棄し、新たなデータをキャッシュす
れば、効率的にリード用キャッシュメモリを用いることができる。
【００６６】
　また、キャッシュメモリの数および容量を変化させる場合、デバイス種別に基づいて変
化させることができる。例えば、上記のようにＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏメディアが挿入されて
いる場合、ライト要求されることがないため、リード用キャッシュメモリの数を増やし、
その容量も大きく設定する。逆に未書き込みのＤＶＤ－Ｒメディアが挿入されている場合
、主にライト要求がされるため、ライト用キャッシュメモリの数を増やし、その容量を大
きく設定する。
【００６７】
　（３）転送速度の解析に基づく予測
　この予測手法は、上記デバイス種別、コンテンツ種別に基づく予測の応用例であり、デ
バイス種別に応じてデータ転送速度の傾向を判断し、これに基づいてアクセス予測を行う
手法である。例えば、多層型ＤＶＤメディアが接続される場合、各層の境界線を越えるラ
ンダムアクセスは、転送速度が非常に遅くなる。そのため、各層の境界線をまたぐアクセ
スの頻度が低くなるようにキャッシュするようにして、予測データベースを作成する。
【００６８】
　また、キャッシュメモリの数および容量を変化させる場合には、このデバイス種別やデ
ータ転送速度の傾向に基づいて変化させることもできる。例えば、対象デバイスとのデー
タ転送速度が遅い場合（例えばＵＳＢ　ＭＯ（光磁気ディスク）のように４ＭＢ／ｓ程度
である場合）、キャッシュメモリの容量を大きくして大量にデータをキャッシュしても、
そもそもデータ転送速度が遅いために転送速度の向上が望めない。そのため、対象デバイ
スとのデータ転送速度が遅い場合、キャッシュメモリの容量を小さく設定し、ＲＡＭの消
費を抑える。
【００６９】
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　（４）リード要求時に１度に転送するデータを徐々に増加させる手法
　この予測手法は、リード要求時に、上記（１）～（３）の手法で予測したリード要求に
基づいて、対象デバイスから一度にデータ転送しないように、予測データベースを修正す
る（分割する）手法である。例えばリード要求の所定倍（例えば４倍）の容量のデータを
まずキャッシュするように予測データベースを修正する。このキャッシュしたデータが、
結果的に全て上位側に転送される場合、さらに所定倍の容量のデータをキャッシュするよ
うに予想データベースを修正する。順次、キャッシュするデータの容量を大きくすること
で、転送時間を抑えることができる。また、実際の要求が予想データベースと異なり、そ
の後リードが無かった場合に無駄となるデータ量を削減することができる。また、都度キ
ャッシュメモリの容量を変化させることで、ＲＡＭの消費を抑えることもできる。なお、
予想データベースの修正処理は、実際にリードを行うとき（後述のｓ２９の処理時）に行
ってもよい。
【００７０】
　以上のようにして、アクセス予測を行う。なお、キャッシュメモリの数および容量はユ
ーザが手動で設定することができる。また、ライト用キャッシュメモリ、リード用キャッ
シュメモリの確保数もユーザが設定することができる。ユーザがリードを優先したい場合
はリード用キャッシュメモリの数を増やし、ライトを優先したい場合はライト用キャッシ
ュメモリの数を増やす。
【００７１】
　次に、図８において、下位側ドライバ１５２は、上側から送信された要求の内容を判断
する（ｓ１２）。リード、ライトの要求でなければ、対象デバイスが他のリード、ライト
等の処理を行っているか否かを判断し（ｓ１３）、処理が空いていればこの要求を下位側
に転送する（ｓ１４）。他の処理を行っていればこの要求をコマンドキューに登録する（
ｓ１５）。コマンドキューに登録しておけば、後に処理が空いたときに実行することがで
きる。また、ＦＬＵＳＨ　ＣＡＣＨＥコマンドのような、ライト用キャッシュメモリのデ
ータを書き込み指示するようなコマンドを受領した場合、このときにライト用キャッシュ
メモリにキャッシュされているデータを下位側へ転送する。
【００７２】
　ｓ１２において、下位側ドライバ１５２は、リード、ライトの要求であると判断した場
合、キャッシュメモリを参照する（ｓ１６）。ここで、上位側からの要求がリード要求で
あり、リード用キャッシュメモリまたはライト用キャッシュメモリに該当するデータがキ
ャッシュされていれば、これを上側に転送し、コマンド終了を返信する（ｓ１７）。
【００７３】
　ｓ１２において、下位側ドライバ１５２は、上位側からの要求が連続したライト要求で
あると判断した場合、ライト用キャッシュメモリに連続してデータを書き込み、コマンド
終了を返信する（ｓ１８）。その後、ライト用キャッシュメモリの容量が一杯であるかを
判断し（ｓ１９）、容量が一杯でなければタイマを起動させ（ｓ２０）、動作を終える。
【００７４】
　ｓ１９において、ライト用キャッシュメモリの容量が一杯であれば、対象デバイスが他
のリード、ライト等の処理を行っているか否かを判断し（ｓ２１）、処理が空いていれば
ライト要求を下位側に送信し、キャッシュしたデータを転送する（ｓ２２）。他の処理を
行っていればこのライト要求をコマンドキューに登録する（ｓ２３）。コマンドキューに
登録しておけば、後に処理が空いたときに実行することができる。
【００７５】
　ｓ１６において、下位側ドライバ１５２は、上位側からの要求に該当するキャッシュデ
ータがないと判断した場合、予想データベースを参照し、上位側からの要求と予想データ
ベースの内容を比較する（ｓ２４）。上位側からの要求と予想データベースの内容が不一
致（ＬＢＡや転送ブロック数が不一致）であれば、この要求をそのまま下位側に転送する
（ｓ２５）。なお、このとき、下位側が他の処理を行っていればコマンドキューに登録し
、後に実行するようにしてもよい。
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【００７６】
　上位側からの要求がライト要求であり、予想データベースの内容と一致（ＬＢＡや転送
ブロック数が一致）すれば、ライト用キャッシュメモリを確保する（ｓ２６）。ここで、
空きキャッシュメモリが有れば、そのキャッシュメモリをライト用キャッシュメモリとし
て確保し、キャッシュメモリが全てライト用またはリード用に用いられていた場合、最も
過去に更新したキャッシュメモリの内容を消去してライト用キャッシュメモリを確保する
。なお、ライト用キャッシュメモリのデータは、リード用キャッシュメモリのデータとし
ても使用可能である。
【００７７】
　その後、確保したライト用キャッシュメモリに上位側から転送されるデータを保存し、
コマンド終了を返信する（ｓ２７）。
【００７８】
　ｓ２４において、下位側ドライバ１５２は、上位側からの要求がリード要求であり、予
想データベースの内容と一致（ＬＢＡや転送ブロック数が一致）すると判断した場合、リ
ード用キャッシュメモリを確保する（ｓ２８）。上記と同様、空きキャッシュメモリが有
ればこれをリード用キャッシュメモリとし、空きが無ければ最も過去に更新したキャッシ
ュメモリの内容を消去してリード用キャッシュメモリを確保する。
【００７９】
　その後、予想データベースに基づいて、予想分のリード要求を下位側に送信し、リード
用キャッシュメモリにデータをキャッシュする（ｓ２９）。このとき、一度に大量のデー
タをキャッシュするのではなく、複数回に分けてデータキャッシュしてもよい。この場合
、残りのリード要求はコマンドキューに登録する。リード要求を複数に分割することで、
キャッシュ済みデータを上位側のドライバへ転送しながら、それと並行して、次に連続す
るリードデータをキャッシュすることができ、ＵＳＢバスの使用率向上が期待できる。
【００８０】
　次に、図９は、下位側からのコマンド終了割り込みがあった場合の動作を示すフローチ
ャートである。
【００８１】
　まず、下位側ドライバ１５２は、下位側から受信したコマンド終了が、ライト用キャッ
シュメモリにキャッシュしておいたデータを書き終えた旨を示すコマンドであるか否かを
判断する（ｓ３１）。ライト用キャッシュメモリのデータが書き終わった場合は、このラ
イト用キャッシュメモリをリード用キャッシュメモリに変更する（ｓ３２）。なお、ライ
ト用キャッシュメモリをリード用キャッシュメモリに変更するタイミングは、このタイミ
ングに限るものではない。また、上述のように、ライト用キャッシュメモリのデータをリ
ード用キャッシュメモリのデータとして用いることも無論可能である。
【００８２】
　その後、下位側ドライバ１５２は、上位側に対して終了報告（転送）が必要なコマンド
であるか否かを判断する（ｓ３３）。必要であれば上位側にコマンド終了を返送する（ｓ
３４）。
【００８３】
　さらに、下位側ドライバ１５２は、コマンドキュー１６０を参照し、キューイングされ
たコマンドが存在するか否かを判断する（ｓ３５）。キューイングされたコマンドが存在
すれば、これを下位側に転送する（ｓ３６）。
【００８４】
　次に、図１０は、タイマ割り込み、ドライバ初期化時、ドライバ終了時の動作を示すフ
ローチャートである。
【００８５】
　まず、同図（Ａ）は、タイマ割り込み動作を示すフローチャートである。下位側ドライ
バ１５２は、タイマがタイムアップするとこの動作を開始する。下位側ドライバ１５２は
、ライト用キャッシュメモリにデータがキャッシュされているか否かを確認する（ｓ４１
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）。キャッシュされていれば、下位側にライト要求を送信し、ライト用キャッシュメモリ
にキャッシュされているデータを下位側に転送し（ｓ４２）、動作を終える。ライト用キ
ャッシュメモリにデータがキャッシュされていなければ動作を終える。
【００８６】
　同図（Ｂ）は、ドライバ終了時の動作を示すフローチャートである。ＰＣのシャットダ
ウン時、外付ＨＤＤ２の接続を解除する時にこの動作を開始する。下位側ドライバ１５２
は、履歴データベースを外付ＨＤＤ２またはＯＳ１１に転記して保存する（ｓ５１）。
【００８７】
　同図（Ｃ）は、ドライバ初期化時の動作を示すフローチャートである。ＰＣ１を再起動
したり、外付ＨＤＤ２を再接続した場合にこの動作を開始する。下位側ドライバ１５２は
、履歴データベースを外付ＨＤＤ２またはＯＳ１１から読み出し、ＲＡＭに展開してデー
タベース１５７を構築する（ｓ６１）。
【００８８】
　なお、上記実施形態では、上位側ドライバ１５１、下位側ドライバ１５２を実現し、汎
用ディスクドライバ５０２、またはＵＳＢマスストレージドライバ５０３に接続される例
を示したが、ＵＳＢマスストレージドライバを専用ドライバに置き換える形でも、本発明
のデバイスコントローラを実現することができる。図１１は、ＵＳＢマスストレージドラ
イバを専用ドライバに置き換える場合の例を示す機能ブロック図である。なお、図４と共
通する構成については同一の符号を付し、その説明を省略する。
【００８９】
　この例では、ＵＳＢホストコントローラドライバ５０４、汎用ディスクドライバ５０２
、およびアプリケーション１０１に接続される専用ＵＳＢマスストレージクラスドライバ
１７１を備えている。専用ＵＳＢマスストレージクラスドライバ１７１は、従来の標準の
ＵＳＢマスストレージドライバを置き換えるものである（図１を参照）。
【００９０】
　この専用ＵＳＢマスストレージクラスドライバ１７１は、上記実施形態と同様に、キャ
ッシュメモリを内蔵しており、上位側から受信したリード、ライト要求に応じてデータを
キャッシュする。専用マスストレージクラスドライバ１７１の動作は図８から図１０に示
した下位側ドライバの動作と同様である。
【００９１】
　この例においても、アプリケーション１０１が６４ｋＢ毎にデータを分割して、リード
／ライトの要求を発行する場合は、専用ＵＳＢマスストレージクラスドライバ１７１がキ
ャッシュメモリにデータをキャッシュし、データ転送する。
【００９２】
　なお、この専用ＵＳＢマスストレージクラスドライバ１７１は、６４ｋＢのデータ転送
サイズの上限を持たず、６４ｋＢより大きいサイズのリード／ライトの要求を処理可能な
ものである。したがって、アプリケーション１０１、または汎用ディスクドライバ５０１
は、リード／ライトの要求を６４ｋＢ単位に分割することなく発行することが可能である
ため、コマンド、ステータスの処理の遅延が少なくて済み、データ転送を高速にすること
ができる。
【符号の説明】
【００９３】
１－ＰＣ
２－外付ＨＤＤ
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

